
児

童

福

祉

法

及

び

児

童

虐

待

の

防

止

等

に

関

す

る

法

律

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

平

成

二

十

九

年

六

月

十

三

日

参

議

院

厚

生

労

働

委

員

会

政

府

及

び

関

係

者

は

、

本

法

の

施

行

に

当

た

り

、

次

の

事

項

に

つ

い

て

適

切

な

措

置

を

講

ず

る

べ

き

で

あ

る

。

一

、

家

庭

裁

判

所

の

研

修

内

容

に

、

子

ど

も

の

権

利

や

児

童

福

祉

に

つ

い

て

の

ソ

ー

シ

ャ

ル

ワ

ー

ク

の

研

修

を

組

み

込

む

等

、

人

材

育

成

に

努

め

る

と

と

も

に

、

業

務

量

の

増

加

に

対

応

で

き

る

よ

う

家

庭

裁

判

所

の

人

員

を

含

め

た

体

制

強

化

に

努

め

る

こ

と

。

二

、

児

童

の

社

会

的

養

護

に

つ

い

て

は

、

障

害

等

の

あ

る

児

童

が

増

加

し

て

い

る

状

況

を

踏

ま

え

、

職

員

の

研

修

な

ど

支

援

の

た

め

の

取

組

を

強

化

す

る

こ

と

。

ま

た

、

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

ー

の

入

所

者

の

存

在

を

考

慮

し

、

適

切

な

対

応

に

つ

い

て

研

究

を

進

め

る

こ

と

。

三

、

一

時

保

護

所

に

お

い

て

は

、

多

様

な

背

景

を

持

つ

子

ど

も

の

心

の

安

定

が

保

た

れ

、

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

に

関

し

て

十

分

な

配

慮

が

払

わ

れ

る

よ

う

、

個

室

化

等

の

環

境

の

改

善

を

図

る

と

と

も

に

、

入

所

時

に

お

け

る

教

育

を

受

け

る

権

利

の

保

障

、

教

員

等

の

配

置

を

充

実

さ

せ

る

こ

と

。

ま

た

、

在

所

日

数

な

ど

、

各

都

道

府

県

等

に

お

け

る

一

時

保

護

所

の

実

態

に

つ

い

て

継



続

的

に

調

査

を

行

い

公

表

す

る

と

と

も

に

、

里

親

や

民

間

Ｎ

Ｐ

Ｏ

等

へ

の

一

時

保

護

委

託

の

活

用

を

進

め

る

こ

と

。

四

、

児

童

虐

待

の

発

生

予

防

・

早

期

発

見

が

重

要

で

あ

る

こ

と

に

鑑

み

、

乳

幼

児

健

康

診

査

等

に

お

け

る

医

師

、

歯

科

医

師

、

保

健

師

、

助

産

師

、

看

護

師

や

児

童

の

福

祉

に

関

係

の

あ

る

者

が

、

相

互

に

連

携

を

図

り

な

が

ら

、

よ

り

一

層

協

力

で

き

る

よ

う

支

援

す

る

こ

と

。

五

、

子

ど

も

に

対

し

て

永

続

的

な

家

庭

を

保

障

す

る

こ

と

の

重

要

性

に

鑑

み

、

特

別

養

子

縁

組

の

利

用

拡

大

の

た

め

の

制

度

的

枠

組

み

に

つ

い

て

速

や

か

に

検

討

を

加

え

、

そ

の

結

果

を

踏

ま

え

、

必

要

な

法

的

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

六

、

予

期

せ

ぬ

妊

娠

を

し

た

妊

婦

や

養

育

困

難

と

見

込

ま

れ

る

妊

婦

に

対

す

る

支

援

に

つ

い

て

は

、

妊

娠

中

か

ら

特

別

養

子

縁

組

も

視

野

に

入

れ

て

児

童

相

談

所

や

民

間

団

体

と

の

連

携

を

深

め

る

こ

と

。

ま

た

、

妊

娠

を

他

者

に

知

ら

れ

た

く

な

い

女

性

に

対

す

る

相

談

支

援

の

方

策

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

。

七

、

親

子

の

再

統

合

を

支

援

す

る

た

め

、

児

童

相

談

所

の

体

制

整

備

を

進

め

る

と

と

も

に

、

保

護

者

に

対

す

る

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

、

依

存

症

等

の

必

要

な

治

療

、

家

庭

内

の

子

ど

も

に

係

る

衣

食

住

を

含

む

日

常

生

活

に

つ

い

て

の

指

導

な

ど

、

養

育

環

境

の

計

画

的

な

改

善

を

図

る

こ

と

。

八

、

Ｄ

Ｖ

被

害

者

が

子

ど

も

を

連

れ

て

婦

人

相

談

所

に

来

た

場

合

は

、

子

ど

も

に

対

す

る

直

接

的

な

虐

待

が

な

い

と

さ

れ

る

場



合

も

面

前

Ｄ

Ｖ

の

疑

い

に

つ

い

て

児

童

相

談

所

に

連

絡

し

、

そ

の

後

の

対

応

に

つ

い

て

、

一

時

保

護

委

託

先

と

し

て

取

り

扱

う

こ

と

も

含

め

て

検

討

し

、

連

携

を

図

る

こ

と

。

九

、

児

童

心

理

治

療

施

設

に

つ

い

て

は

、

各

都

道

府

県

一

施

設

を

早

期

に

実

現

す

る

と

と

も

に

、

子

ど

も

の

良

好

な

成

育

環

境

を

提

供

で

き

る

人

材

の

育

成

と

専

門

職

の

確

保

に

努

め

る

こ

と

。

十

、

児

童

相

談

所

、

婦

人

保

護

施

設

、

Ｎ

Ｐ

Ｏ

等

の

支

援

団

体

等

が

相

互

に

連

携

す

る

体

制

に

つ

い

て

検

討

を

加

え

、

適

切

な

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

右

決

議

す

る

。


